
 

 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について（概要） 

 

厚生労働省職業安定局雇用保険課 

１．改正の趣旨 

○ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47号。以下「改正法」

という。）の一部の施行等に伴い、雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号。以

下「規則」という。）、社会保険労務士法施行規則（昭和 43 年厚生省・労働省令第１号）

及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令（平成 26年

厚生労働省令第 72号）等について所要の規定の整備を行う。 

 

２．改正の概要 

（規則関係） 

○ 改正法第 13条の規定の施行に伴い、出生後休業支援給付金の創設等の改正が行われる

ことに対応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。 

 ・ 出生後休業支援給付金は、被保険者が育児休業給付金又は出生時育児休業給付金が

支給される休業（以下「給付対象出生後休業」という。）を対象期間内に通算して 14

日以上取得した場合であって、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子につ

いて給付対象出生後休業をしたとき（当該配偶者が当該子の出生の日から起算して８

週間を経過する日の翌日までの期間内に通算して 14 日以上の給付対象出生後休業を

したときに限る。）又は被保険者の配偶者が給付対象出生後休業をすることを要件と

しない場合に該当するときに支給するものとすること。 

 ・ 出生後休業支援給付金の支給に当たり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休

業の取得を要件としない場合のうち、配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者

である場合は、当該給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該

当しない者である場合等とし、その配偶者が期間内に休業をすることができない場合

として厚生労働省令で定める場合は、配偶者が日々雇用される者である場合等とする

こと。 

・ 同一の子について出生後休業を分割して取得し、出生後休業支援給付金の支給を受

けることができる場合は、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象と

なる休業を分割して取得した場合とする。 

 ・ 出生後休業給付金の支給申請手続は、原則、育児休業給付金又は出生時育児休業給

付金の支給申請手続と併せて行わなければならない等とすること。 

○ 改正法第 13条の規定の施行に伴い、育児時短就業給付金の創設等の改正が行われるこ

とに対応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。 

・ 事業主は、その雇用する被保険者が育児時短就業を開始した場合に、当該被保険者

が育児時短就業給付金の支給申請書を提出する日までに、育児時短就業開始時の賃金

に係る証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなけれ

ばならないこと。 

・ 育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は育児時短就業をすることとする

一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにしてする育児時短就業の申



 

 

出に基づき、事業主が講じた１週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした

場合に支給するものとすること。ただし、当該末日とされた日（⑴及び⑵に該当する

場合にあっては、その前日）までに、⑴から⑷までに掲げる事由に該当することとな

った場合には、当該事由に該当することとなった日（⑶及び⑷に該当する場合にあっ

ては、その前日）後は、支給しない。 

⑴ 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととな

った事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。 

⑵ 育児時短就業の申出に係る子が２歳に達したこと。 

⑶ 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間

又は雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第 61条の７第１項の休業をする期間が

始まったこと。 

⑷ 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな２歳に満たない子を養育す

るための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まったこと。 

・ 育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法について、賃金構造基本統計の常用労

働者のうち 65 歳未満の者が受けている一月当たりのきまって支給する現金給与額を

その高低に従い４の階層に区分したものを基礎とすること。 

・ 育児時短就業給付金の額の算定に当たって、 支給対象月に支払われた賃金の額が、

育児時短就業開始時賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 90 に相当する額以上

100分の 100に相当する額未満である場合に、100分の 10から一定の割合で逓減する

ように定める率は、⑴に掲げる額から⑵及び⑶に掲げる額の合計額を減じた額を⑵に

掲げる額で除して得た率とすること。 

⑴ 育児時短就業開始時賃金日額に 30を乗じて得た額 

⑵ 支給対象月に支払われた賃金額 

⑶ ⑴に掲げる額に 100 分の１を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除し

て得た率を乗じて得た額 

イ ⑴に掲げる額から⑵に掲げる額を減じた額 

ロ ⑴に掲げる額に 100分の 10を乗じて得た額 

 ・ 育児時短就業給付金の支給申請手続は、初めて支給を受けようとするときは、支給

対象月の初日から起算して４箇月以内に行わなければならない等とすること。 

○ 育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外に、出向日の前日

に育児休業をしている場合であって、出向日以後も引き続き当該休業をするとき（出向

をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。）を追加すること。 

○ 出生時育児休業の支給申請手続について、「子の出生日から８週間を経過する日の翌日

から」に加え、「同一の子について２回の出生時育児休業を取得した場合は当該休業を終

了した日の翌日から」及び「出生時育児休業を取得した日数が通算して 28日に達した場

合はその翌日から」も行うことができるものとすること。 

○ 所要の規定の整備を行うこと。 

 

（社会保険労務士法施行規則関係） 

○ 社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給



 

 

付金の支給の申請及び育児時短就業給付金の支給の申請を追加すること。 

○ 所要の規定の整備を行うこと。 

 

（生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令） 

○ 保護の実施機関又は福祉事務所長の求めに基づき、厚生労働大臣が提供を行う情報に、

出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金の情報を追加すること。 

○ 所要の規定の整備を行うこと。 

 

（その他） 

○ 関係省令について所要の規定の整備を行うこと。 

○ 施行に関し必要な経過措置を設けること。 

 

３．根拠条項 

○ 雇用保険法第 61条の７第１項及び第２項、第 61条の 10第１項、第２項、第３項及

び第５項、第 61条の 12第１項、第２項、第４項及び第６項並びに第 82条 

○ 社会保険労務士法（昭和 43年法律第 89号）第２条第１項第１号の３ 

○ 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）別表第一               等 

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和６年 10月下旬（予定） 

○ 施行期日：令和７年４月１日 


